
5 月 7 日の民主党の『後期高齢者医療制度勉強会』(厚生労働部門会議)に向けて、

多田富雄先生からのメッセージです。 

 

 

 

5 月 7 日へのメッセージ 

 

 国政を担っている国会議員の皆様。 

こうして病床からメッセージを送ることをお許しください。 

今この国で起こっている恐ろしい現実を、ぜひ皆さんのお力で阻止していた

だきたいと、失礼を省みず書いています。 

 この 4月から施行された後期高齢者医療制度は、75 歳以上の患者、65 歳から

の障害者の命を差別し、病気が治らない患者には、医療を制限し、早く死ねと

いう、露骨な非人道的制度です。もしこれを座視すれば、この国のモラルは破

壊され、いつかは国自身が崩壊するのではないかと、私は本気で憂いています。 

小泉改革で推し進められた強引な医療費削減政策は、まず無情なリハビリ制

限を強行し、見る見るうちに患者の療養権、医師の医療権を踏みにじった、今

度の後期高齢者医療制度を生み出しました。この制度は、日本の医療を破壊し、

医師の心を萎縮させ、高齢者や患者の人権を踏みにじるばかりか、日本国憲法

にも違反している疑いが濃厚だと私は思っています。 

世界に誇る国民皆保険まで崩壊させる危機を招いては、もはやこれを放置す

ることはできません。私たち高齢者も戦います。どうかこの事態を国の危機と

見て、この制度の撤廃までがんばってください。 

           東京大学名誉教授 

                    多田富雄 

 


